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議案第１０６号

福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する協議について

　上記の議案を提出する。

平成２８年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　本件は，本市が久山町から委託を受けて実施しているごみ処理事務の委託期間を延長する

こと等について協議するため，地方自治法第２５２条の１４第３項の規定により議会の議決を求

めるものである。

福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する協議について

　福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を次のように変更することについ

て，久山町と協議する。

福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を改正する規約

　福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を次のように改正する。

　第１条中「焼却処理」の次に「，破砕選別処理」を，「ごみ焼却施設」の次に「，資源化 

センター」を加える。

　附則第２項中「平成２８年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」に改める。

　　　附　則

　この規約は，協議成立の日の翌日から施行する。




